
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
１つまたは複数の化学種の濃度水準を特定するために該１つまたは複数の化学種の光放出
が測定される 処理の終結点を検出する方法であって、

その時点における前記１つまたは複数の化学種の前記光放出の各強度を、該強度を
示すアナログ信号の形式で個別に検出するために割り当てられた１つまたは複数のチャネ
ルの各々から、該アナログ信号を検出する工程と、

前記アナログ信号の各々をデジタル値に変換するために、予め指定されたサンプリ
ングレートで前記アナログ信号をチャネルごとにサンプリングする工程と、

前記サンプリングする工程中にピックアップされたノイズのいくらかを除去するた
めに、前記デジタル値をチャネルごとにプリフィルタする工程と、

、
該プリフィルタされたデジタル値をチャネルごとに規格化する工程

前記チャネルのすべてに対する規格化された前記デジタル値を相互に相関関係付け
て、単一の相互相関値を導出する工程と、

ノイズをさらに低減させるために前記相互相関値をポストフィルタする工程と
つのモードの内から１つを選定し実行する工程であって、その際に、サンプリン

10

20

JP 3977423 B2 2007.9.19

エッチング
（１）

（２）

（３）

（４）チャネルごとに平均規格化値を導出する工程と
（５） であって、当該
工程が、チャネルごとの前記プリフィルタされたデジタル値をそのチャネルに対する前記
平均規格化値で除算することにより、該プリフィルタされたデジタル値をチャネルごとに
規格化する工程と、
（６）

（７） 、
（８）３



グレート及びノイズスパイクの幅に依存する遅延カウントと呼ばれるパラメータを指定し
、該遅延カウントを指定することが、選択されたモードによって規定された領域内に存在
する、特定の特性を持つ連続したサンプル数を規定するもので

その第１のモードが、
一連の時点に対する予め指定された個数の一連のポストフィルタされた値またはそれらの
微分値が、予め指定された閾値を超過し、かつ該予め指定された遅延カウント数の一連の
ポストフィルタされた値またはそれらの微分値の大きさが連続的に増大するようになるま
で、前記検出する工程、前記サンプリングする工程、前記プリフィルタする工程、前記規
格化する工程、前記相互相関値を導出する工程および前記ポストフィルタする工程を繰り
返すモードで、
その第２のモードが
一連の時点に対する予め指定された個数の一連のポストフィルタされた値またはそれらの
微分値が、予め指定された閾値を超過し、かつ該予め指定された遅延カウント数の一連の
ポストフィルタされた値またはそれらの微分値の大きさが連続的に減少するようになるま
で、前記検出する工程、前記サンプリングする工程、前記プリフィルタする工程、前記規
格化する工程、前記相互相関値を導出する工程および前記ポストフィルタする工程を繰り
返すモードで、
その第３のモードが、
一連の時点に対する予め指定された個数の一連のポストフィルタされた値またはそれらの
微分値が、該一連の時点よりも前の時点で予め指定された閾値を少なくとも１度超過した
後に該一連の時点では該閾値未満となり、かつ該予め指定された遅延カウント数の一連の
ポストフィルタされた値またはそれらの微分値の大きさが連続的に減少するようになるま
で、前記検出する工程、前記サンプリングする工程、前記プリフィルタする工程、前記規
格化する工程、前記相互相関値を導出する工程および前記ポストフィルタする工程を繰り
返すモードであり、

平均規格化値を導出する工程が、
前記１つまたは複数のチャネルの各々から前記アナログ信号を検出する副工程と、
前記検出する副工程において検出された前記アナログ信号の各々をデジタル値に変換する
ために、前記予め指定されたサンプリングレートで該アナログ信号をチャネルごとにサン
プリングする副工程と、
前記サンプリングする副工程中にピックアップされたノイズのいくらかを除去するために
、前記サンプリングする副工程において得られた前記デジタル値をチャネルごとにプリフ
ィルタする副工程と、
予め指定された時間が経過するまで、前記検出する副工程、前記サンプリングする副工程
および前記プリフィルタする副工程を繰り返す副工程と、
前記予め指定された時間中に得られた一連のプリフィルタされた前記デジタル値をチャネ
ルごとに平均して、各チャネルに対する前記平均規格化値とする副工程を含むものであり
、
前記１つまたは複数のチャネルが、前記１つまたは複数の化学種の光放出に関係する全て
の振動数に亘る合計の光放出の強度をアナログ信号の形式で検出するために割り当てられ
た追加チャネルを含むものであり、
前記終結点は、終結点に関する最適位置を経験的に算出できるように半導体回路の性能を
測定するための現実のパラメータと関連させることができるものであることを特徴とする
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ある工程と、
（９）前記一連の時点に対する前記予め指定された個数の一連のポストフィルタされた値
またはそれらの微分値が、前記予め指定された閾値を超過し、かつ該予め指定された個数
の一連のポストフィルタされた値またはそれらの微分値の大きさが連続的に増大するよう
になった時点を、前記終結点として検出する工程と
（１０）前記終結点を、サンプリング間隔と同程度の細かさで微調整する工程とを有して
なり、
前記工程（８）の３つのモードについて、

前記工程（４）の



方法。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、半導体ウェーハのプラズマ又は乾式エッチングに関し、更に詳細には、エッチ
ング処理において当該処理を終結させるための最適点（即ち、終結点）を検出することに
関する。
背景技術
半導体ウェーハのプラズマ又は乾式エッチングは、半導体処理技術において周知である。
プラズマ又は乾式エッチング処理は、シリコンウェーハ又は他の被加工物の表面上に沈積
または成長させられた化学種の１つ又は複数の層を、エッチング処理に反応しないフォト
レジストによって保護されていない部分に相当するウェーハの表面から除去または遊離す
る処理である。
ウェーハは、通常、内部が大気圧よりも実質的に低い圧力に保たれた密封チャンバ内に配
置される。気体がイオン化された場合にエッチングされるべき層を構成する化学成分との
反応性が高い１種又は複数の種類の気体がチャンバ内に導入される。気体イオン化源（一
般にＲＦエネルギ）は、化学的に活性であって荷電した種（～１０Ｅ１２ｃｍ 3）から成
るプラズマを発生するので、プラズマ内の化学的に活性であって荷電した種は被加工品に
衝突し、そして、材料と反応し、材料を取り除く（ディスロッジする）か、或いは、被加
工品から材料を除去または揮発させ、そして、真空ポンプ装置を介してプロセスチャンバ
から排出させる。
プラズマは保護されていない層と反応するので、新規な化合物、及び／又は、種は、イオ
ン、遊離基、又は、揮発性気体の形でウェーハの表面から放出される。これらの種のうち
の幾らかは、更に高いエネルギ状態に引き上げられ、その後で、より低いエネルギ状態に
戻る際に光子を放出する。それぞれの種に関しての光放出は、検出可能な固有の振動数を
持ち、当該種の存在を示す。光放出の強度は、当該チャンバ内に存在する特定の種の量に
正比例する。
エッチングされるべき層が表面から完全に除去され、その下に有る層をエッチングによっ
て取り去る過程が始まる以前の時点においてプラズマ又は乾式エッチング処理を停止する
ことは極めて重要である。そのようにしないと、結果として得られる半導体回路が最適作
動することは実現されないはずである。事実、ウェーハから組み立てられた集積回路が全
然作動しないことも有り得る。
プラズマ又は乾式エッチング処理の終結点を検出するためのいくつかの方法および装置は
過去において実現済みである。これらの方法および装置は、放出された種がチャンバ内か
らなくなるか又はチャンバ内に現れ始める時点を特定することを目的として、１つ又は複
数の放出された種の光放出を検出するために、通常、光検出器、及び／又は、モノクロメ
ータを使用する。上記の時点は、１つの層がエッチングによって除去され、及び／又は、
その下に有る層の表面にエッチングが到達する点である。モノクロメータ、及び／又は、
光検出器は、チャンバの窓（ウィンドウ）に結合され、これらが同調している特定の振動
数の光の強度を測定する。モノクロメータ、及び、データ検出器は、これらが同調してい
るチャンバ内の１つの種の濃度に比例する振幅を持つアナログ電圧を生成する。先行技術
の方法においては、アナログ信号がデジタル表現に変換され、処理され、そして、これに
到達するか或いはこれを超過した場合に終結点を指示するものである閾値と比較される。
ただし、半導体処理の対象形状の大きさがサブミクロンレベルまで小さくなるにつれて、
エッチングされるべき特定の層の露出される表面積が、ウェーハの全表面積の５％よりも
かなり小さくなる場合が少なくない。従って、１つの特定の種に関する光放出強度が非常
に低くなり、その結果、光放出は、当該システムによって生成されるノイズ内に埋もれて
しまう。Ｓ／Ｎ比が非常に低くなるので、対象信号を識別するためにノイズをフィルタす
る現在周知の方法は、エッチング処理の適切な終結点を正確かつ確実に検出可能にするに
は充分でない。更に、特定のエッチング装置によって処理されるウェーハの個数が大きく
なるにつれて、それを通して光放出が観測され検出される窓（ウィンドウ）上の沈積物に
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より、対象信号の強度が更に低下させられ、それにより、減少しているＳ／Ｎ比が更に悪
化する。
従って、半導体ウェーハのプラズマ又は乾式エッチング技術においては、例えば、半導体
ウェーハ上のエッチング処理されるべき層の露出される表面積がウェーハの全表面積の５
％よりもかなり小さい（最小の場合０．８％程度しかない）状況、及び、「曇り窓（ウィ
ンドウ）」問題が低いＳ／Ｎ比をさらに悪化させる状況下において、作動するプラズマ又
は乾式エッチング処理に関して終結点を適切かつ確実に検出する改良された方法が必要で
ある。終結点を検出するためのこの新規かつ改良された方法は、既存および将来の全ての
エッチング装置に容易に適用され、そして、一般にプラズマ又は乾式エッチング処理を用
いてエッチングされる様々のあらゆる表面層に適用可能なはずである。最後に、本方法は
、終結点の微細調節および以前の処理実行から記録された経験的結果を用いて最適終結点
を選定する能力を提供することにより、所定のエッチング処理に関して終結点検出の最適
化を容易にすることができるものである。
発明の概要
本発明は、極度に低いＳ／Ｎ比を生成する状態の下においてさえも、最適終結点を指定し
、かつ、当該最適終結点を正確かつ確実に検出するためにプラズマ又は乾式エッチング処
理システムに適用される。１個又は複数個の光検出器、及び／又は、モノクロメータは、
一束の光ファイバを介して、プラズマエッチングシステムのエッチングチャンバの窓に取
付けられた光学レンズに結合される。光検出器、及び／又は、モノクロメータの出力は、
アナログマルチプレクサ（ＭＵＸ）に結合され、そこからさらにアナログ／デジタルコン
バータ（ＡＤＣ）に結合される。次に、ＡＤＣの出力は、ＣＰＵ、記憶装置、及び、入力
／出力（Ｉ／Ｏ）ポートを有するマイクロコントローラに光学的に結合される。各光検出
器、及び／又は、モノクロメータは、制御されるべきエッチング処理の期間中に放出され
る特定の化学種によって放出される光の固有振動数に同調されている。アナログＭＵＸは
、各光検出器、及び／又は、モノクロメータによって生成されるアナログ出力電圧信号を
、前以て設定されたサンプリングレートにおいてサンプリングし、これらのアナログ信号
のサンプリングされた値を集合としてＡＤＣに供給する。ＡＤＣは、アナログ信号の各集
合を、デジタル表現に変換し、そのデジタル表現はその後マイクロコントローラに供給さ
れる。マイクロコントローラは、エッチング処理が終結されるべき点（即ち、終結点）を
検出するために、本発明の改良された方法を用いてデジタル生データサンプルの集合を処
理するようにプログラムされている。
エッチング処理の開始に先立って、制御されるべきエッチング処理によって放出される１
つ又は複数の化学種によって放出される光の固有振動数を検出するために１個または複数
個の光検出器、及び／又は、１個または複数個のモノクロメータが割り当てられる。各光
検出器、及び／又は、モノクロメータは、システムの特定のチャネルに割り当てられる。
エッチング処理の開始に際して、光検出器、及び／又は、モノクロメータは、これらが同
調されている振動数において放出されている光の量に大きさが正比例するようなアナログ
信号を生成し始める。次に、アナログＭＵＸは、サンプリングレートと呼ばれる固定周期
速度で、作動中のチャネルの出力の各々をサンプリングする。従って、サンプリング期間
Ｔｓの開始を表す時点ｔ以降、各々のチャネル出力は、アナログ電圧信号をそのアナログ
電圧の大きさに正比例するデジタル値に変換するＡＤＣに順次結合される。次に、時点ｔ
に関するこのデジタル値の集合は、マイクロコントローラへ入力され、本発明の方法に従
ってリアルタイムで処理される。従って、各サンプリング期間に関して、各チャネルから
１つずつ来る生データサンプルの集合が生成され、これらのサンプルは、本発明の方法に
よって１つの集合として処理される。
時点ｔにおいて作動中のチャネルから捕捉されたサンプルの集合中の各生データサンプル
Ｄは、先ず、マイクロコントローラによってプリフィルタリング処理される。プリフィル
タリング過程は、時点ｔにおいて作動中の各チャネルに関して次に示す方程式に従ってフ
ィルタされたデータサンプルの集合を生成する：Ｄｆ１（ｔ）＝（１－Ｑ１）ｘＤｆ１（
ｔ－１）＋Ｑ１ｘＤ１（ｔ）、ここに、Ｄｆ１（ｔ）はチャネルのうち１つの時点ｔにお
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けるプリフィルタされたデータであり、Ｄｆ１（ｔ－１）は当該チャネルの時点ｔ－１に
おけるプリフィルタされたデータであり、Ｄ（ｔ）は当該チャネルの時点ｔにおける生デ
ータサンプルであり、Ｑ１はプリフィルタフィルタ定数である。
ある固定した時間ｔ Dに関して、マイクロコントローラは、ｔ＜ｔ Dの間の全てのサンプル
に関するプリフィルタされたデータを無視する。時間ｔ Dは、遅延時間またはマスキング
タイムとして公知である。２番目の期間ｔ D＜ｔ＜ｔ Nに関しては、平均規格化値Ｄａｎが
算定される。ｔ D＜ｔ＜ｔ Nに関して、作動中のチャネルの各々に関するプリフィルタされ
たデータサンプルＤｆ１（ｔ）が合計され、次に、この合計値は、ｔ D＜ｔ＜ｔ N期間中に
捕捉されたサンプルの全個数Ｎによって除算される。ｔ＞ｔ Nに関しては、作動中の各チ
ャネルに関するプリフィルタされた各データサンプルＤｆ１（ｔ）が、作動中の当該チャ
ネルに関して算定された平均規格値Ｄａｎによって除算され、当該チャネルの平均規格化
値Ｄａｎに対する百分率として表される規格化された値Ｙ（ｔ）を生成する。
次に、時間ｔ＞ｔ Nに対する各チャネルに関して算定された規格化された値Ｙ（ｔ）の集
合は、相互に相関関係付けられて、時点ｔにおいて作動中の各チャネルの規格化された値
Ｙ（ｔ）の相互に相関関係付けられた結合を表す単一の多重チャネル値（相互相関値）Ｍ
ＣＡ（ｔ）が生成される。チャネルは、次に示す方程式に従って結合される：ＭＣＡ（ｔ
）＝［（Ａ－Ｂ）＋（Ｃ－Ｄ）］／（Ｅ）、ここに、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、及び、Ｅは最大５
個までの作動中チャネルを表するように割り当て可能である。
次に、相互相関値ＭＣＡ（ｔ）は、次に示す方程式に従ってポストフィルタリング処理さ
れる：Ｄｆ２（ｔ）＝（１－Ｑ２）ｘＤｆ２（ｔ－１）十Ｑ２ｘＭＣＡ（ｔ）、ここに、
Ｄｆ２（ｔ）はＭＣＡ（ｔ）のポストフィルタされた値であり、Ｄｆ２（ｔ－１）はＭＣ
Ａ（ｔ－１）のポストフィルタされた値であり、ＭＣＡ（ｔ）は、時点ｔにおける作動中
の各チャネルの規格化された値Ｙ（ｔ）の相互相関値であり、Ｑ２はポストフィルタ用フ
ィルタ定数である。
次に、マイクロコントローラは、ポストフィルタされた値Ｄｆ２（ｔ）（又は、これらの
値の微分）と指定された閾値を比較する。一旦、閾値を超過すると、マイクロコントロー
ラは、当該処理の指定された終結点に到達した時点を特定する。ユーザは、エッチング処
理を開始するのに先立って、終結点を検出するために振幅モード（即ち、Ｄｆ２（ｔ））
又は勾配モード（即ち、ｄＤｆ２（ｔ）／ｄｔ）のいずれを使用するかを指定する。
終結点は、３つのモードのうちの１つによって特定可能である。モード１は、ある個数（
ｋ）のＤｆ２（ｔ）（又は、ｄＤｆ２（ｔ）／ｄｔ）の値が指定された閾値を超過し、そ
して、大きさが連続的に増大している点として終結点を特定する。モード２は、ある個数
（ｋ）のＤｆ２（ｔ）（又は、ｄＤｆ２（ｔ）／ｄｔ）の値が指定された閾値を超過し、
そして、これらの値がピーク値から連続的に減少している点として終結点を特定する。モ
ード３は、Ｄｆ２（ｔ）（又は、ｄＤｆ２（ｔ）／ｄｔ）が指定された閾値を少なくとも
１度超過した後において、ある個数（ｋ）のＤｆ２（ｔ）（又は、ｄＤｆ２（ｔ）／ｄｔ
）の値が、指定された閾値未満となり、しかも連続的に減少している点として終結点を特
定する。
３つのモードのうちの１つを用いて終結点を特定する処理は、ノイズによって作られて極
めて短期間だけ閾値を超過する可能性のある偽りピークが、偽りの終結点の検出によって
処理を早期に終結させることのないように、さらなるレベルのフィルタリングを可能にす
る。更に、３つのモードのうちの１つを用いて終結点を特定する処理は、プロセスエンジ
ニアに、以前の処理実行期間中に本発明の方法および装置によって収集された実験データ
によって効果的な半導体回路を作成するために最適であることが示される点に、終結点を
微細同調させることを可能にする。
【図面の簡単な説明】
図１は本発明の方法を用いる装置のブロック図表現である。
図２は本発明の方法を用いる装置の概略図である。
図３は先行技術の方法および本発明の方法のハイレベルフローチャート表現である。
図４は先行技術の方法および本発明の方法用の生データ処理ルーチンのハイレベルフロー
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チャート表現である。
図５は先行技術の方法に用いられるパラメータ及びモード設定ルーチンのフローチャート
表現である。
図６は終結点検出の先行技術の方法において用いられる「終結点？」ルーチンのフローチ
ャート表現である。
図７は本発明の方法用のデータ規格化ルーチンのフローチャート表現である。
図８は本発明の方法のポストフィルタ過程からの典型的な出力に終結点検出スキームを適
用する説明図である。
図９は本発明の方法の「終結点？」ルーチンのフローチャート表現である。
図１０は本発明の方法の終結点検出／モード１ルーチンのフローチャート表現である。
図１１は本発明の方法の終結点検出／モード２ルーチンのフローチャート表現である。
図１２は本発明の方法の終結点検出／モード３ルーチンのフローチャート表現である。
図１３は本発明の方法のパラメータ及びモード設定ルーチンのフローチャート表現である
。
図１４は本発明の方法の終結点検出ルーチンを本発明の方法のポストフィルタ過程によっ
て生成される典型的な信号に適用する説明図である。
発明の実施の形態
１．序言
本発明は、Ｓ／Ｎ比が非常に低い状況においてプラズマ或いは乾式エッチング処理が終結
されるべき最適点を検出するための改良された方法である。更に、本発明の改良された方
法を実行するための装置についても開示する。以下の記述においては、最初に、本発明の
改良された方法を実行することも可能な公知の装置について説明する。次に、エッチング
するために露出されるウェーハの部分面積がウェーハの全表面々積の３％よりもかなり小
さい値になった場合には、最適終結点を確立かつ検出することが出来なかった以前の公知
の方法について説明する。最後に、既知の処理に対する改良について開示する。本発明の
改良された処理とは、露出される表面積が最小で全表面々積の０．８％程度しかなくても
終結点を確立し、かつ確実に識別することを可能にするような処理を意味する。更に、例
えば、本発明の完全理解を可能にする例示的なハードウェア構成のような多数の特定の詳
細項目について記述する。ただし、当該技術分野における当業者にとっては、本発明がこ
れらの特定の詳細項目の説明なしに実現可能であることは明白なはずである。
本発明を必要以上に不明瞭にしないために、公知の回路および構造については詳細に記述
しないこととする。例を挙げれば、例えば光検出器およびモノクロメータのような公知の
構成要素の詳細、及び、エッチングチャンバの窓（ウィンドウ）に対するこれら構成要素
のインタフェースについては詳細に記述されない。当該技術分野における当業者は、プラ
ズマエッチング機械のエッチングチャンバ内の放射を含む光放射を検出するために、これ
らの構成要素が広く応用されることを理解するはずである。同様に、当該技術分野におけ
る当業者は、アナログ信号を多重化し、更に、これらをデジタル信号に変換するための多
くの技法が有ることを理解するはずであり、従って、これらの構成要素の詳細についても
提示されないか、或いは、詳細については一切説明されない。最後に、デジタルデータを
処理するためにも、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、及び、他の形のデータ
処理装置を含む多くの公知の技法が有る。当該技術分野における当業者は、本発明の方法
に従ってサンプル値データを処理するために用いられるマイクロコントローラを具体化す
るための詳細は公知であり、本発明の特許可能性がこれらの詳細には関係しないことを理
解するはずである。
更に、当該技術分野における当業者は、システム内のノイズによって不明瞭化される光放
出の検出を必要とするあらゆる状況に本発明の方法および装置が適用可能であることを理
解するはずである。従って、以下では半導体ウェーハのプラズマエッチング処理における
終結点を特定する場合に関し本発明の方法および装置について説明するが、例えば蒸着処
理のような他の同様の応用も、本出願の適用範囲に含まれるものとする。
２．発明の装置
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本発明の方法を実現することのできる装置のブロック図表現を図１に例示する。ｎ個の光
検出器および／又はモノクロメータ１６の入力端は、光学コネクタ２４を介して光学レン
ズ１４へ結合されている。光学レンズ１４は、エッチングチャンバ１０のウィンドウ（窓
）１２に取り付けられている。エッチングチャンバ１０は、当該技術分野において公知の
プラズマ又は乾式エッチングシステムの部分を形成する。
当該技術分野における当業者は、光検出器又はモノクロメータのどちらを選定するかは主
として処理期間中に検出されるはずの種のタイプに基づくことを理解するはずである。多
くの場合、モノクロメータは酸化物のエッチングに用いられるが、光検出器は金属のエッ
チングに用いられる。本発明の装置の好ましい実施例においては、通常２個のモノクロメ
ータと３個の光検出器が用いられる。２個のモノクロメータ及び２個の光検出器は、実施
中のエッチング処理に応じて特定の種を検出するために用いることが出来る。典型的には
、第３の光検出器は、当該処理によって生成される全ての光放出を感知するために広帯域
フィルタと共に用いられる。従って、好ましい実施例においては、５個のデータチャネル
を用いることが好ましいが、追加チャネルを付加することは容易である。
エッチング処理が開始されると、特定の処理の適用によって放出される特定の種に対して
割り当てられ同調されられたＮ個の光検出器、及び／又は、モノクロメータのいずれもが
アナログ電圧を発生し始める。この場合の発生電圧の大きさは、その光検出器及び／又は
モノクロメータが同調された種によって生成される光放出の強度に正比例する。光検出器
、及び／又は、モノクロメータ１６の出力は、コネクタ１７を通って、アナログマルチプ
レクサ及びアナログデジタルコンバータ（ＡＤＣ）１８の入力に結合される。アナログＭ
ＵＸは、作動中のチャネルを介して伝送されているアナログ信号を前以て指定されたサン
プリングレートにおいてサンプリングし、これらのサンプルは、ＡＤＣにより、サンプリ
ングされたアナログ電圧の振幅に正比例するデジタル値に変換される。従って、エッチン
グ処理中に５個の作動中チャネルが有る場合には、アナログＭＵＸ及びＡＤＣ１８は、各
サンプリング期間毎に、５個のチャネルの各１個のチャネルにつき１個の割合で、５個の
デジタル値を生成する。次に、生デジタルデータは、光カプラ２０を介して、マイクロコ
ントローラ２２に連続的に伝送される。
次に、例えばインテル８０４５のような８ビットマイクロコントローラであっても差し支
えないマイクロコントローラ２２は、各サンプリング期間中、本発明の方法に従って生デ
ータを処理する。本発明の方法に従い、マイクロコントローラ２２によって終結点が検出
された場合には、マイクロコントローラ２２が、入力／出力（ＩＯ）インタフェース３４
を介してエッチングチャンバ１０に供給されているイオン化エネルギー源を遮断する。イ
オン化エネルギー源が除去されると直ちに、エッチング処理が実質的に終了する。
図２は、本発明の装置の実施例の略図を例示する。ＣＰＵ２６は、アナログＭＵＸ及びＡ
ＤＣ１８、光カプラ２０、及び、マイクロコントローラ２２を有する。モノクロメータ、
及び／又は、光検出器１６は、図に示すように、コネクタ１７を介してＣＰＵ２６に結合
される。更に、ＣＰＵ２６は、プラズマエッチングシステム３２内に存在するＩ／Ｏイン
タフェース３４にも結合される。ＣＰＵ２６を支援するために、ＬＣＤモニタ２８、プリ
ンタ３０、及び、キーボード３６も同様に装備される。
３．先行技術の方法
ここで図３から６までを参照し、既に公知である終結点検出方法について説明することと
する。図３は、既知の終結点検出方法によって用いられ、本発明の改良された方法でも用
いられる過程を示す、トップレベルフローチャートである。ブロック５２は、特定のエッ
チング処理を実施するようなエッチングシステムを準備するために、例えばプロセスエン
ジニアのようなエッチングシステムのユーザにより実施される過程を表す。設定しなけれ
ばならないパラメータ及びモード、及び、これらのパラメータ及びモードの選択に影響す
る要因に関しては後で更に詳細に説明する。
ブロック５４はエッチング処理を開始する過程を表す。この開始時点において、アナログ
ＭＵＸ及びＡＤＣ１８は、システムの割り当てられた作動中のチャネル上それぞれにおい
て生成されている生データのサンプリングを開始する。既に説明したように、各サンプリ
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ング期間に亙って、作動中の各チャネルからの生データ値の組は、生データ処理ルーチン
（ＰＲＤＲ）５８を実行するマイクロコントローラに光学的に伝送される。１組の生デー
タポイントが一旦処理されると、「終結点？」ルーチン６０によって終結点が検出済みで
あるかどうかを判定するために、結果として得られた処理済みデータが解析される。処理
されたデータが終結点を反映しない（一般に、前以て確立済みの或る閾値を超過していな
い）場合には、エッチング処理は継続し、新規な１組の生データがサンプリングされ、生
データ処理ルーチン５８によって処理するためにマイクロコントローラへ供給される。終
結点に到達したことを「終結点？」ルーチン６０によって検出する時まで、このループは
継続する。前記の検出時点において、エッチング処理は、図３のブロック６２に示すよう
にマイクロコントローラからの出力信号によって終結される。
さて、図４を参照しながら、生データ処理ルーチン５８の更に詳細な説明をすることとす
る。エッチング処理中の各サンプリング期間において、マイクロコントローラはＤ（ｔ）
で表示される１組の生データサンプル（作動中の各チャネルに対して１つずつのデータ）
を受け取る。この過程は、図４のブロック８２によって表される。次に、生データ点の集
合はプリフィルタされ、プリフィルタされたデータサンプルＤｆ１（ｔ）が得られる。時
点ｔにおいて作動中の各チャネルに対するＤｆ１（ｔ）の値は次の方程式に従って算定さ
れる：Ｄｆ１（ｔ）＝（１－Ｑ１）ｘＤｆ１（ｔ－１）＋Ｑ１ｘＤ１（ｔ）、ここに、Ｄ
ｆ１（ｔ）は、チャネルのうち１つの時間ｔにおけるプリフィルタされたデータであり、
Ｄｆ１（ｔ－１）は、当該チャネルの時間（ｔ－１）におけるプリフィルタされたデータ
である。Ｄ（ｔ）は、当該チャネルの時間ｔにおける生データサンプルであり、Ｑ１はプ
リフィルタのフィルタ定数である。ブロック８４によって表されるこの過程は、サンプリ
ング過程中にピックアップされるノイズのいくらかを除去することを意図したものである
。
決定ブロック８６は、プリフィルタされたデータが更に処理されることを期間ｔ Dに亙っ
てマスキングする過程を表す。この場合の期間ｔ Dは、この期間中は終結点への到達は期
待されないが、エッチング処理の開始に起因して一般にノイズが非常に大きい期間を意味
する。前以て確立されたこの遅延時間ｔ Dが未だ経過していない場合には、ルーチンルー
プがブロック８２に戻り、この時点において、マイクロコントローラは、システムからの
生データサンプルの新規な集合を待ち受ける状態にある。当該技術分野における当業者は
、ｔ Dの実際の値は、特定のエッチング処理に対して変化し、実験データ及び経験に基づ
き、プロセスエンジニアによって設定可能であることを理解するであろう。一旦、マスキ
ング期間が経過すると、ルーチンは、ブロック８８によって表される次の過程まで進行す
る。このブロック８８の過程の期間中に、マスキング時間ｔ Dが経過した後で（即ちｔ＞
ｔ D）、各チャネルに関して発生するプリフィルタされた第１のデータサンプルＤｆ１（
ｔ）に、各チャネルに対するＤｎを等しく設定することによって、作動中の各チャネルに
関する規格化値Ｄｎが確立される。各チャネルに対して一旦この規格化値Ｄｎが確立され
ると、この規格化値に対する百分率として表される集合内の各サンプルの規格化された値
Ｙ（ｔ）を得るためにプリフィルタ済みデータサンプルＤｆ１（ｔ）を各チャネルに対す
るＤｎによって除算することによって、特定のサンプリング期間中に捕捉されたプリフィ
ルタ済みデータサンプルの各集合が規格化される。
ここにおいて、本発明の改良方法の１つは、次のサブセクションにおいて更に詳細に説明
するデータ規格化過程８８内に存在することに注意されたい。
現行サンプリング期間に対する規格化されたデータサンプルの集合が一旦確立されると、
現行サンプリング期間中における規格化された値の集合に対する単一値ＭＣＡ（ｔ）を生
成するために、各チャネルに対する規格化された値Ｙ（ｔ）が相互に相関関係付けられる
（即ち、結合される）。現行サンプリング期間において結合された単一値（相互相関値）
ＭＣＡ（ｔ）は、次に示す方程式に従って求められる：ＭＣＡ（ｔ）＝［（Ａ－Ｂ）＋（
Ｃ－Ｄ）］／（Ｅ）、ここに、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、及び、Ｅは、５個までの作動中チャネル
を表すために割り当て可能である。
例えば、特定のエッチング処理に対してただ２個のチャネルだけが使用されている場合に
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は、これら２個のチャネルが、それぞれＡとＢに割り当てられるものとする。方程式内の
残りの変数Ｃ、Ｄ、及び、Ｅは１に等しく設定され、ＭＣＡ（ｔ）に対する値がＡ－Ｂに
等しいことを意味する。当該技術分野においては、特定のチャネルに対して特定の種を割
り当てることは、対象とする信号を強調しながら、チャネル間の共通ノイズを除去するた
めに役立つことは周知である。例えば、終結点に到達しようとする時点ｔにおいて、一方
のチャネル１に割り当てられた種の濃度は下降中であり、同時に、他方のチャネル２に割
り当てられた種の濃度が上昇中であるものとする。チャネル１を変数Ａに、また、チャネ
ル２を変数Ｂに割り当てることにより、一方において対象とされる２つの信号を相互に差
算することは実際には加算することを意味し、他方において両方のチャネルに共通のノイ
ズは差算されて打ち消される。更に、Ｅに割り当てられたチャネルは、所定のあらゆる時
点においてチャンバに存在する全ての振動数の検出を可能にする広帯域フィルタを備えた
光検出器である場合が多い。従って、広帯域チャネルの規格化された値を除算することに
より、ＭＣＡ（ｔ）の値から更に共通ノイズを除去することが可能である。終結点を検出
するためにはどの種を使用することが最も適切であるかと言うこと、及び、これらの種に
同調された検出器がどのチャネルに割り当てられるべきかと言うことを決定する際に考察
するべき多数のよく知られた事項が有ることが当該技術分野における当業者によって理解
されるはずである。これらの考察事項は、本発明の方法および装置の特許性には関係ない
。
次に、生データ処理ルーチン５８は、対象信号からノイズを更に除去するために結合済み
チャネル値（相互相関値）ＭＣＡ（ｔ）をポストフィルタ（後濾過）するブロック９２へ
と進む。ポストフィルタ過程は、次に示す方程式に従ってポストフィルタされた値Ｄｆ２
（ｔ）を確立する：Ｄｆ２（ｔ）＝（１－Ｑ２）ｘＤｆ２（ｔ－１）＋Ｑ２ｘＭＣＡ（ｔ
）、ここに、Ｄｆ２（ｔ）はＭＣＡ（ｔ）のポストフィルタされた値であり、Ｄｆ２（ｔ
－１）はＭＣＡ（ｔ－１）のポストフィルタされた値であり、ＭＣＡ（ｔ）は、時点ｔに
おいて作動中の各チャネルの規格化された値Ｙ（ｔ）の相互相関値であり、Ｑ２はポスト
フィルタのフィルタ定数である。
露出される表面積が被加工品の全表面積の５％以下になった場合に一層小さくなるＳ／Ｎ
比に対処しようとして、プリフィルタリング（前濾過）過程と同様に、この先行法にこの
ポストフィルタリング（後濾過）過程を追加することが試みられた。しかし、露出される
表面積が全表面積の５％よりも遥かに小さくなったので、この過程は、プリフィルタリン
グ過程８４と同様に、信頼できる終結点を検出を可能にするには十分でなかった。露出さ
れる表面積が５％より大きい場合においては、Ｑ２は、Ｑ１の場合と同様に１に設定する
ことが出来る。方程式から分かるように、こうすることによって、フィルタリング（濾過
）機能を除去することが出来る。露出される表面積が５％以下に減少し、更に減少し続け
るにつれて、Ｑ２は、Ｑ１の場合と同様に、１よりも小さい値でなくてはならなくなる。
当該技術分野における当業者は、Ｑ１の場合と同様にＱ２の最適値が、監視されている特
定のエッチング処理の特性に依存することを理解するはずである。Ｑ２の値は（Ｑ１の場
合と同様に）実験データ及び当該方法を実行するエッチングシステムのオペレータの経験
に基づいて最適化することが出来る。
生データ処理ルーチン５８は、決定ブロック６０における終結点検出ルーチン５０に戻る
。決定ブロック６０において、先行技術の「終結点？」ルーチン６０が実行される。図６
は、先行技術の「終結点？」ルーチン６０を表すフローチャートを例示する。決定ブロッ
ク１００において、マイクロコントローラは、ポストフィルタされたサンプルＤｆ２（ｔ
）の振幅値、又は、これらの値の微分（即ち、勾配）のどちらに関して終結点が検出され
るべきかを決定する。振幅モードが選定された場合には、マイクロコントローラは決定ブ
ロック１０２に進み、ここで、現行サンプリング期間に対してポストフィルタされた値が
予め指定された閾値（限界）と比較される。値Ｄｆ２（ｔ）が前以て指定された閾値より
大きい場合には、処理が終結点検出ルーチン５０の過程６２に行き、ここで、マイクロコ
ントローラによってエッチング処理が終結される。そうでない場合には、処理が終結点検
出ルーチン５０の過程５６に戻り、ここで、サンプルの新規集合が生データ処理ルーチン
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５８に入力される。振幅モードが選定されない場合には、プリフィルタされたデータＤｆ
２（ｔ）の微分が指定された閾値と比較される。微分値が前以て選定された閾値より大き
い場合には、手順は終結点検出ルーチン５０の過程６２に進む。微分が指定された閾値よ
り小さい場合には、手順は終結点検出ルーチン５０の過程５６に戻り、ここで、既に説明
したように、サンプルの新規集合がルーチンに従って処理される。
ここで、ウェーハの露出される表面積が約３％以下に減少した場合、図６に示す「終結点
？」ルーチン６０を含む先行技術の方法は終結点を確実かつ信頼可能に特定することが出
来ないことを指摘しておかねばならない。更に曇り窓（ウィンドウ）問題が存在する場合
には、露出される表面積の最小限度は実際に更に高くなることが有り得る。次のサブセク
ションにおいて説明するように、本発明の改良された方法によれば、新規な「終結点？」
ルーチン６０を実行することによって、曇り窓によって複雑化された場合であっても、０
．８％程度もの小さな露出される表面積に対して、信頼可能かつ正確に終結点が検出され
る。
図５は、先行技術の方法によってエッチング処理を実施するためのエッチング機械の準備
に際して、プロセスエンジニアによって実施されなければならない種々のタスクを示すた
めのパラメータ及びモード設定ルーチン５２を例示したものである。既に説明したように
、プロセスエンジニアは、先ず、装置の適切なチャネルに重要な種を割り当てなければな
らない。サンプリングレート並びにプリフィルタおよびポストフィルタ係数（Ｑ１及びＱ
２）が指定されなければならない。マスク又は遅延時間ｔ Dは、エッチング処理の開始後
にシステムを安定させるために必要な時間に基づいて選定されなければならない。更に、
プロセスエンジニアは、ポストフィルタリング過程によって生成される振幅値（Ｄｆ２（
ｔ））、又は、当該値の微分（ｄＤｆ２（ｔ）／ｄｔ）のどちらを使用するかを選定しな
ければならない。最後に、プロセスエンジニアは、Ｄｆ２（ｔ）の現行値（或いは、その
微分）の超過対象とされ、終結点が検出されたこと及びエッチング処理を終結させねばな
らないことを示す閾値を設定しなければならない。当該技術分野における当業者は、これ
らのパラメータ及びモードは種々のエッチング処理に関して最適化することが可能であり
、しかも、この種の最適化は実験データ並びに経験を用いることにより達成可能であるこ
とを理解するはずである。
４．本発明の改良された方法
本発明の改良された方法は、図３及び４に示す既に説明した先行技術の方法の場合と同じ
ハイレベルフローチャートに従う。本発明の方法によって実現される改良は、パラメータ
及びモード設定ルーチン５２及び「終結点？」ルーチン６０（図３参照）並びにデータ規
格化ルーチン８８（図４参照）に基づいた規格化値に存在する。
既に説明したように、低いＳ／Ｎ比の原因となる条件の下において対象とする信号を不明
瞭にするノイズの量を更に減少させるために、本発明の改良された方法は、プリフィルタ
されたデータサンプルを規格化する平均規格化値Ｄａｎを計算する。図７のフローチャー
トは、本発明のデータ規格化ルーチン８８を例示する。このルーチンは、ｔ N未満である
がｔ Dより大きい期間ｔに亙って各チャネルに関するフィルタされたデータ値を合計する
。このルーチンは、各々の作動中チャネルに関するＤｆ１（ｔ）の値を合計し、この合計
値を、期間ｔ D＜ｔ＜ｔ Nに亙って合計された全サンプル個数Ｎ数によって除算する。多数
のサンプルについて平均した平均規格化値を使用することは、マスキング時間ｔ Dが経過
した後で、各チャネルに関する最初の値Ｄｆ１（ｔ）だけを使用する前述の先行技術の方
法と対照的である。
決定ブロック２００は、時間ｔがｔ Nを超過しているかどうかを判断し、そして、超過し
ている場合には、次に、各々の当該チャネルに関して算定された平均規格化値Ｄａｎを用
いて、各チャネルに関するプリフィルタされた各データサンプルＤｆ１（ｔ）が規格化さ
れる。この過程はブロック２０６によって表される。従って、規格化値を決定するために
作動中の各チャネルに関するプリフィルタされた多数のデータ値を平均することは、対象
信号の値を不明瞭にしているノイズに起因する峰と谷を平らにする傾向がある。先行技術
の方法におけるプリフィルタ及びポストフィルタ過程および既に説明したように改良され
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た規格化過程を用いても、先行技術の方法における「終結点？」ルーチン６０が使用され
る場合には、Ｓ／Ｎ比が減少し続けるにつれて、ノイズは、依然として間違った終結点を
誘発するような範囲まで対象信号を不明瞭にし続ける。ここで、図８から１４までを参照
しながら、自明でない新規な「終結点？」ルーチン６０について詳細に説明することとす
る。図８は、本発明の生データ処理ルーチン５８によって処理されたポストフィルタ済み
サンプル値がなす例示的な波形を示す。サンプルポイント３０２は、時点ｔにおいてサン
プリングした場合における、Ｄｆ２（ｔ）（又は、勾配モードが選定されている場合には
、その微分）の値を表す。ノイズ又は他のアーティファクトの結果として、Ｄｆ２（ｔ）
の値（又は、その微分）は、或る短期間中、前以て指定された閾値３００を超過すること
も有り得る。この状況の下において先行技術の方法による先行技術「終結点？」ルーチン
６０（図６）が実行された場合には、検出される終結点は時期尚早であり、エッチング処
理は早期終結することになる。
本発明の改良された「終結点？」ルーチン６０を図９から１２までに示す。本発明の方法
においては、所要の終結点を特定するために３つのモードのなかの１つを選定することが
出来る。図１０に示すモード１ルーチン１３０は、図８の領域３０４内において特定され
るべき終結点を検出するために用いられる。モード２ルーチン１５２は、図１１に示すよ
うに、図８の領域３０６内において特定される終結点を検出するために用いられる。モー
ド３ルーチン１７２は、図１２に示すように、図８の領域３０８内において特定される終
結点を検出するために用いられる。
従って、検出するべき終結点の確立に際して、プロセスエンジニアは、閾値だけでなくモ
ード及び遅延カウント（ｋ）と呼ばれるパラメータも指定する。モードを指定することは
、その中で終結点が検出されるべき出力波形の領域を指定することになる。遅延カウント
ｋを指定することは、モードによって規定された領域内に所在する、ある特定の特性を持
つ連続したサンプルの個数を規定することになる。従って、マイクロコントローラが図８
に示す波形の領域３０４内において終結点を検出する場合には、当該マイクロコントロー
ラは、閾値を超過し、そして、それらの値が連続的に増加するようなｋ個の連続したＤｆ
２（ｔ）の値（又は、勾配モードが選定されている場合には、その微分）に遭遇しなけれ
ばならない。マイクロコントローラが図８に示す波形の領域３０６内において終結点を検
出する場合には、当該マイクロコントローラは、閾値よりも大きく、そして、それらの値
が連続的に減少するようなｋ個の連続したサンプルに遭遇しなければならない。マイクロ
コントローラが図８に示す波形の領域３０８内において終結点を検出する場合には、当該
マイクロコントローラは、閾値未満であり、相互の相対的な値が連続的に減少し、そして
、ｋ個のサンプルに先行する或る時点ｔにおいて、Ｄｆ２（ｔ）又はその微分の値が閾値
３００を超過していなければならないようなｋ個の連続したＤｆ２（ｔ）の値、又は、そ
の微分に遭遇しなければならない。従って、ｋが３以上と指定されている場合には、本発
明の「終結点？」ルーチン６０は、図８に示す波形の領域３１０に関しては終結点を検出
しないはずである。Ｄｆ２（ｔ）の値（又は、その微分）は閾値３００を超過したけれど
も、サンプルの個数が、３に等しい遅延カウントｋ以上になったことはないからである。
当該技術分野における当業者は、最適遅延カウントｋは、サンプリングレート及びノイズ
スパイクの幅に依存することを理解するはずである。更に、終結点検出の改良された方法
は、正確かつ信頼できる終結点検出を保証するためのさらなるノイズ排除性を提供するば
かりでなく、プロセスエンジニアに対し、終結点が発生すべき場所を精密に指定すること
に関して非常に大きい融通性を提供する。本発明の装置は、エッチングシステムにおいて
処理されるウェーハの各ロットに関して終結点検出過程によって生成されるデータを記憶
するために十分なメモリを備える。これらの結果は、終結点に関する最適位置を経験的に
導出することが出来るように半導体回路の性能を測定するための現実のプロセスパラメー
タと関連させることが出来る。本発明の改良された方法は、プロセスエンジニアに対して
、終結点位置を非常に微細に調節する能力を提供する。換言すれば、プロセスエンジニア
は、１つの終結点を特定するために唯１つの閾値に頼る必要はなく、サンプリング期間と
同程度に小さい時間段階によって終結点を徐々に移動させ、エッチング時間自体を調節す
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ることができる。
図１３は、本発明の方法に関するパラメータとモード設定ルーチン５２を示す。改良され
た方法は、この図に示す追加パラメータの指定を必要とする。過程２２０において、プロ
セスエンジニアは、遅延時間またはマスキング時間ｔ Dを設定するだけでなく、平均規格
化値Ｄａｎの算定期間を規定する規格化時間ｔ Nも設定しなければならない。過程２２４
では、既に述べたように、その中において終結点が指定されるべきポストフィルタされた
出力波形の領域を規定する終結点検出のモードをエンジニアが指定する必要がある。過程
２２６は、終結点を認識する以前にマイクロコントローラは選定されたモードの該当特性
を持つ連続したサンプルに何個遭遇しなければならないかを規定するために、プロセスエ
ンジニアが遅延カウントｋも設定しなければならないことを示す。過程２２８は、改良さ
れた規格化ルーチンと終結点検出ルーチンにおいて使用するために、パラメータＮ及びＳ
を設定する。
図１４は、本発明の方法の利点を示す追加説明図である。図１４は、時点ｔ１１における
終結点検出を例示する。この場合の終結点は、モード１を選定することによって特定され
、その遅延カウントｋは３に等しい。本発明の方法は、ノイズスパイク４００又は極大点
４０２によって欺かれることなく、終結点４０４に到達するまで待ってから、エッチング
処理を終了させる。
産業上の利用可能性
本明細書に示すように、本発明は、Ｓ／Ｎ比を低下させるような状況の下において、例え
ばプラズマエッチングのような処理の終結点を正確かつ確実に特定し、また、検出するこ
とを可能とする改良された方法である。本発明の方法は、Ｓ／Ｎ比が低い状況の下におい
ては終結点を正確かつ確実に検出することができない既知の先行技術の方法の改良である
。本発明の方法は、先行技術の処理を実行するために当該技術分野において現在使用され
ている装置によって実行することが可能である。本発明の改良された方法は、先行技術の
方法によって可能であったよりも更に大きいノイズ排除性を提供する、終結点を指定およ
び検出するための独特かつ新規な方法を実現する。終結点を指定および検出するこの独特
かつ新規な方法は他の処理にも応用可能であることを意図するものである。例えば、本発
明の方法は、当該システムのノイズが対象信号を圧倒する程に量が少ない種の濃度水準を
特定するために、その化学種の光放出が測定されるような蒸着または他の処理への応用が
可能である。本発明は例示的な図１から１４までの少数の図面を参照して説明したが、前
述の記述を参考にすることによって多くの代替、修正、及び、改造が実施可能であること
は明白である。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ９ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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